
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

    こども主体の取組 
校長  飯川 浩二 

 
 ６月は「ふれあい月間」でした。本校では、ふれあい月間に合わせて全校児童からアンケートをと

り、いじめ予防、早期対応に努めています。また、SOS の出し方教育（５年）をはじめ、いじめ予防

の授業を年３回実施すること、第５学年ではスクールカウンセラーによる全員面接の実施、児童が大

人に相談できる相談週間の実施をはじめ、いじめ防止基本方針に則り、「いじめ対策委員会」を定期

的に開催しています。詳しくは、本校いじめ防止対策基本方針を参照ください。本校ホームページ「目

標・計画」に掲載しています。 

いじめ防止の取組は、どうしても上記のように教師主導のものが多いで 

す。一方で、本校では「こども主体」でのいじめ防止の取組も行っていま 

す。今年度は代表委員会が中心になって「二亀っ子 笑顔いっぱい標語」 

の募集を行いました。この取組をするに当たっては、代表委員会で独自に 

取組のねらい（自分たちでいじめを防止したい）や実施方法を話し合った 

そうです。その後、校長室へ児童たちがぜひ自分たちで実施したいと意見 

を表明しに来ました。昨年度までも、校内の各所に児童たちが作成したいじめ防止のポスターが貼ら

れているなど、二亀小はこども主体で取組む姿勢が根付いているな、こどもたちが自分自身で参画す

る力が育ってきているなという印象を受け、頼もしく感じました。 

 ２週間ほど職員室前にポストを用意し、標語を募集しましたが、大量の応募数があったことからも

こどもたちの機運が高まったことがわかりました。取組結果は後日皆様にもお知らせいたします。 

 

 さて、「こども基本法」が施行され、「こども家庭庁」が新設され１年が経過しまし 

た。これらは「こども中心」「こどもへのリスペクト」を改めて確認したものです。 

特に学校現場には、こどもは「個人として尊重されること」「基本的人権が保障される 

こと」「差別的取扱いを受けることがないこと」「意見を表明する機会、多様な活動に  こども基本法 

参画する機会が確保されること」「意見が尊重されること」など確実に根付かせなければなりません。                    

こどもにこどもの権利を教えると、わがままになるという心配を聞くことがありますが、本当にそ

うでしょうか。「自分の権利」と「他者の権利」の双方を尊重することが大事というのは民主主義の

基本のキで、今も十年後の未来も不変です。つまり、こどもの権利を大切にすることは、友達や親、

先生をはじめとする大人たちの権利も大切にすることでもあります。 

大空小学校初代校長・木村泰子先生が実践したたった一つのルール「自分がされて嫌なことはしな

い、言わない」を学校と家庭との共通指導事項として「こども真ん中・第二亀戸小学校」を実現して

いきたいです。 

 
夏休みの宿題は、これまでの取組方法から変更し、毎週水曜日に実施している「Challenge Wednesday」のように発達段階に合わせて、

こども自身で計画、実行、振り返りをする「Challenge Summer」を行います。今後あらためて取組方法についてお知らせいたします。 

 
 

７月の生活目標 
暑さに負けずに過ごそう 

７月号(通巻４７７号) 

令和６年６月28日 

江東区立第二亀戸小学校 
校長  飯川 浩二 

     (児童数７２１名) 

二亀小ホームページ検索 

http://2kame-sho.koto.ed.jp/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〈夏休み〉7/21(日)～8/24(土) 
 
〈学校閉庁日〉 

８月９日（金）～１８日（日） 
７月２９日～３１日は、校長･副校長が林間学校 

引率のため学校不在となります。緊急時以外の 

連絡はご遠慮ください。 

 
〈夏休み明け登校日〉 

８月２６日（月） 
４時間授業  給食あり 

もちもの 
・ランドセル等の通学用カバンで登校 
・その他学年だよりに書いてある持ち物を 
持たせてください。 

〈学校公開〉参観ありがとうございました 

３日間で、延べ１２９５名の方に参観いただきまし

た。最終日が雨で足下が悪い中でしたが、たくさん

の保護者の皆様にお子さんが生き生きと学校で過

ごす様子をご覧いただけたことと思います。 

また、たくさんのご意見･ご感想をありがとうござ

いました。学校で過ごす時間がお子さんにとってより

充実したものとなるよう、努めてまいります。 

こどもたちの成長のため、引き続きご協力をお願

いいたします。 

 
※下校時刻は学年だよりでご確認ください。 

日 曜    行事予定  ※ＳＣはスクールカウンセラー来校日 

1 月 全校朝会 安全指導 

2 火 放課後学習教室 山上SC 

3 水 社会科見学（３年）         チャレ水 

4 木 委員会   

5 金 
水道キャラバン（4 年）       相樂SC 

               放課後学習教室 

6 土  

7 日          

8 月 Meet 朝会  保護者会(1･2･3 年)14：30～ 

9 火 
避難訓練              山上ＳＣ 

               放課後学習教室 

10 水 
図書館見学（２年） おはなしころりん                  

チャレ水 

11 木 集会 図書館見学（２年） クラブ  

12 金 保護者会(4･6 年)14：３0～      相樂SC 

13 土  

14 日  

15 月 海の日 

16 火 
６年生応援Ｍｅｅｔ朝会   放課後学習教室 

山上ＳＣ  

17 水 水泳記録会 脊柱側わん検査(5 年)  チャレ水                

18 木 水泳記録会予備日 着衣泳（5 年） 

19 金 
全校朝会 夏休みに向けて 【プ―ル納め】 

大掃除 給食終             

20 土  

21 日 夏季休業日（始） 

22 月  

23 火  

24 水  

25 木  

26 金 日光林間学校事前検診（５年）9：00～ 

27 土  

28 日  

29 月 日光林間学校（5 年）始 

30 火  

31 水 日光林間学校（５年）終 

8 月 
24 土 夏季休業日（終） 

25 日  

26 月 全校朝会 夏休みを終えて 安全指導  給食始 

27 火 
移動教室説明会（6 年）15：00～   山上ＳＣ 

放課後学習教室  

28 水                   チャレ水 

29 木  

30 金                放課後学習教室 

31 土  

〈クロームブックの使い方〉 
以下の４点について、日頃から児童に指導をし

ております。保護者の皆様も、再度ご確認をお願

いいたします。 

① クロームブックは、各家庭に貸し出している

学習用具です。江東区が管理をしています。 

② 学校では学級担任と決めたルールを、家庭で

は保護者と決めたルールを守ります。 

③ パスワードは個人情報です。自分と保護者以

外の人に知られたら、すぐに相談します。 

④ クロームブックを乱暴に扱って故障した場合は、

弁償をすることもあります。 
⑤ 毎日持ち帰り、毎日充電して学習活動、クラスル

ームの確認等に使います。

https://4.bp.blogspot.com/-f-ZtW9N3asE/UZYlksUZl4I/AAAAAAAATRg/5YiVuu-XPU8/s800/undoukai_tokyousou.png
https://3.bp.blogspot.com/-_bfv-OhlkmA/Uy-cvTZa_zI/AAAAAAAAeaQ/pKBsMOVgofY/s800/undoukai_ouen_girl_red.png
https://2.bp.blogspot.com/-k01W2LDbcBY/Vt_uERxv6iI/AAAAAAAA4s4/shalYuqJR9o/s800/undoukai_baton_relay.png

